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イギ 1)ス教育行政構造の転換

一 -M.G. Hughes教授の所説を手掛かりとして-

筑波大学大学院水本徒、明

イギリスにおける教育行政構造の転換

本論文は> I-Iughes教授の「イギリスの教育行政一!記係構造の変容に関する事例{抗争究」を手掛か

りとして，イギリス教育行政の転換構造についての考察を行うものである。

イギリスではおよそ 1970年代半ばから，教育行政制度の改革が多面的に展開されてきている。

主なものを挙げれば， 1974の地方自治fjjlj度改革による地方教育行政単位の広域化と地方行政への
(1) . (2) 

統合方式の導入> 1980年教育法による学校理事会制度改革，教育科学省 (DE S)や学校協

議会等による教育課程国家基準策定の推進，マンパワー・サービス委員会 (MS C)によるl段業教
(3) 

育訓練諸施策の展開，などである。また，とくに 1979年のサ yチャ一政権成立以来，教育費の

大幅な削減が行われてきた乙ともよく知られている。これらを通じて イギリス教育行政はその特

質とされたパートナーシッフ。構造を転換させてきたが，乙の乙とは，この転換の要因は何なのか，

新たな教育行政の構造はとのような特質と原理に基づいているのか，といった基本的な研究上の課

題を提起し実際イギリスばかりでなくわが留においても，多くの研究がなされてきている。

OIJち，イギ 1)ス教育行政の構造転換は，その転換の構造を解明するという課題を提起したのであ

り> Hughes教授の論文はその課題に正面から取り組んだものと言える。論文の前半においてI-Iug

hes教授は，イギ 1)ス教育行政における中央政府，地万当局，学校と継続教育機関という三者の関

係について説!!月し，それを次のように総括している。即ち， i中央政府と地万当局との関係は，継

続的な，相互適応の状態でのチェック・アンド・バランスによって管理されているJ。また地方教

育機関との関係においては 「伝統的IC，専門家としての教師と学校の自律性が尊重されている。

ただし，この自律性は相対的なものであり，その本質は常に再定義されているJ。そして， i中央

政府と教師との関係においては，教育の内容・方法lζi現する事項iζ対して国家の関与が増大してき

ている」。

そして，乙れらの総体を「システムの諸部分が限定的，不明J誌で弱し 1繋がりを持つような，ある

程度の相互関係にある Jloosely coupled systemとして把握している。さらに loosecouplingモ

テソレから「諸資源が不足してくると，システムの結合パターンは強化される j という法則性を援用

して， Iシステムの結合関係の強化とは，経済的制約やその他の環境諸要因が教育システムへの影

響力を増すなかで，イギリス教育行政においてここ 10年程の j誌に起こったことである。 Jと，捉
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えている。そして論文の後半で，その具体的態様を教育課程行政及び教育授の会計検売というこつ

の事例から明らかにしているのである。

さて，本論文では， H ughes教J受の論点lζ従いつつ，次のように考察を進めたいと思う。まず第

ーに，教育課程行政の問題，特 l乙国家関与ーの!日1j誌を教育の質の問題と関わらせて考察する。教育課

程への国家関与を招来する去し本的な要因は，公教育において一定の質 一定の水準を維持しようと

する社会的要請を|諸家が引き受けることにあると考えられるからである。第二(C，教育財政の問題

を教育行政の効率化という観点から考察する。いうまでもなく 逼迫した民家財政下における教育

費の問題は，単にそれを削減すれば解決するのではなく，より効果的な教育13i'nの実現のために教

育行政を効率化する乙とを求める。乙の教育行政の効率化が，イギ 1)スでどのような構造をもって

進められて来ているのか考察する。そして，最後に以上のごJ誌を踏まえて，イギリス教育行政の転

換構造を，現代公教育における教育の質の維持・向上とその効率化との均衡の問題として位誼づけ，

その特質を明らかにしたい。

立 教育の質と教育課程行政

(1 ) 教育の質ーその実像一

イギ 1)スにおいて教育課程への国家関与の動きが顕在化したのは， 1976年のキャラハン首相演

説やDESの黄書，及び同年から翌 77年春にかけて行われた「教育大討論」とその総括的文

「学校における教育」等を通じた，学校教育批判を契機としていることはよく知られている。ただ

し学校教育lζ対する批判は有名な f教育黒書JICよって，すでに 1960年代末からなされてきた。

しかし，政府がそれを正面から論じるようになったのは， 1970年代後半以降であると言えよう。

そして，それ以後現在に至るまで学校教育の問題とされてきたのは その質であるということがで

きる。ここではまず，イギリス学校教育の質としてPr:llわれているものは一体何なのかを，三点、に整

fillしたいと思う。

第一点は，学力水準の低下である。1"教育黒書jの論者逮が批判したのは，初等教育lζおける進
。 (4)

歩主義の発展と [IJ等教育のコンプ 1)へンシブ化による学力水準の低トであった。実|療に学力水準が

低下したか杏かは必ずしも明らかではないが， 1977年の討議文書「学校における教育」でDES

は次のように述べている。1"劣悪化が生じているという見解が公表されている。とくに条件の思い

都市地域では，初等， I~J等学校教師の転IIT及率が近年高いために，高い水準を達成することは疑いも
(5) 

なく困難になっている」。また， 1"現在の水準を維持するだけでは不充分である。 国家全体と I~l様，
(6) 

学校は将来の発展し変化する要求に対応しなければならないJ とも述べている。

乙乙からも分かるように 教育水準については言わばその絶対的なレベルが問題とされているの

ではなし現代社会が要請するレベルに達しているか否かが問題とされているのである。 ]985年

の教育白書「ベター・スクールズ」でも， 1"政府は 3 他国との比較においてばかりでなく，生徒達

の能力という面からしでも また 21I立紀の世界に適応していくために青少年に求められる水準と
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(7) 
いう面からしても，現在の一般的水準は決して満足すべきものではないJ と述べている。

従って第二I[，学校教育lζ求められる教育の質とは，今日のイギリス経済が要請する労働力とし

ての質であると言うことができる。イギリス経済の長期的停滞，所謂イギ 1)ス病は， iこれまで職

業訓練が比較的軽視されてきており，また科学技術教育lζ立ち遅れがみられるという意味で教育制
(8) 

度lζ欠陥がある jという点lζ一つの原因があるとされている。産業の要請に対応した労働力を形成

することは，前労働党政権からの政策課題であるが， 1980年代に入って急速に上昇した失業率，

とくに若年労働者の失業率の上昇に対応して，現サッチャ一政権下ではそれが緊急、の課題となった。

それを端的に示しているのが， M S C による諸施策の展開である。特に 1983年から実施された

技術・職業教育計画 (Technicaland Vocational Education Initiative， T V E 1 )は， 14歳から
(9) 

18歳の教育課程に影響を与え， r地方教育当局の自律性に対する潜在的脅威J として受け止めら

れた。そして，思想的な面においても「教育制度を通じて，能力の白然、な秩序を国家の経済的要求

へと向調させることは，国家の任務であるJとする考え方は，サ yチャ一首相の教育政策的立場の
(10) 

核心であると言われる。

しかし，第三1[，労働力の形成とは単なる技術や知識の教育訓練1[1)良られるものではない。 Watts

は雇用に対する教育機関の機能的関係を「選抜，社会化，オリエンテーション，準備教育」の 4点
(11) 

に分析しているが，産業社会のトータノレな理解や労働に対する意欲の形成も，労働力形成の本質的

な部分をなしていると言える。従って，学校教育に対しても単なる知識や技術の教育ばかりでなく，

労働意欲や創造性或いは社会の一員としての責任感のかん養が求められるのである。 1986年の職

業教育白書は) r国民の潜在能力と創造的能力を活性化するよう，人々を動機づける雰囲気が必要
(12) 

である」 と指摘している。

さて， 1970 年代中立~以降イギリスで論じられてきた教育の質とは，およそ以上のようなもので

あると言う乙とが出来る。改めてまとめれば，それは国民全体に共通に求められる基礎学力，より

特殊な職業的知識・技術，そして職業生活の基盤となる労働意欲や責任感等のよりメンタノレな要件，

を三位一体とした労働力形成を内実としていると言えよう。教育課程への国家関与を中核とした，

イギリス教育行政における国家介入の増大は その必要性に裏付けられたものであり，最近では
(13) 

f新しい職業主義Jとして捉えられるようにもなっている。それを踏まえた上で， Hughes教授の

論文を参考lζ イギリスにおける教育課程行政の特質について考察しよう。

(2) 教育課程への国家関与と学校・教師のアカウンタピリティ

DESの文書によって教育課程への函家関与を大まかに跡づければ，まず 1978年に視学宮から，

11歳から16歳までの教育課程の在り方・内容に関する文書として「教育課程11-16Jが出されてい

る。そして79年には 地方教育当局の教育課程編成に関する規制・指導・関与等の万式や実態・方

針についての報告書「教育課程に対する地方教育当局の体制jが発表され) 80年には教育課程基準

設定のための協議文書として[学校教育課程の枠組みJが， 81年にはその最終段階として「学校教

只
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育課程j と題する文書が公刊された。この他にも， D E Sの通達，視学官による調行報告書，学校

協議会の文書等が多数出され，教育課程の国家基準の策定が推進されて来ている。

Hughes教授は，こうした過程における変化を「国民と政府は，倍々の教師の専門的自律性より

も，国家出-31乙合意された枠組みの中での教師のアカウンタピ 1)ティを重視するようになってきたJ

と述べている。そして81年の「学校教育課程jを呉体的に分析し，地lj教育当局にとっても学校に

とっても従来の "loosecoupl i ng"の結合関係は強化されると指摘し，さらに総括的に次のように

述べている。 I政府は，教育科学省を通じてより管理的で介入的な役割を果たすようになってきて

おり，地方教育当局と学校を，中央政府のパートナーというよりもその機関とみなすのが適当であ

るとも思われる。しかしながら，中央集権的な伝統を永く搾立してきた国々と比較すれば，この制

度にはまだかなりの弛み(1 ooseness )があると言える。」

実際， I学校教育課程」の内容は， {9IJえは日本の学習指導要領と比べた場合非常に大まかである。

しかし，イギリス教育行政の変容白体の問題としては，教師がアカウンタビ 1)ティを求められるよ

うになったことは重要な点で、ある。 Devlinらは，学校教育に対する批判として最も重要な点は 3

「学校における教育内容について教師が完全な統制力を持っていることに対する警戒の法まりであ
(14) 

った」と指摘している。また Lawtonは，教師が国民に対してもっとアカウンタフソレになるべき

だという考え万が広まったことを指摘し教育行政構造の転換を「パートナーシ yプJから「アカ

ウンタビリティ Jへの転換として捉え， I IFパートナーシッフ d は満足と信頼を意味し? 「アカウ
(15) 

ンタピリテイ J は不満と不信を意味する」と述べている。

権限関係の構造からすれば，パートナーシップが横害IJ的権限配分iζ基づく構造であるのに対して，

教育課程への国家関与は重層的な権限関係構造を意味していると言えよう。学校と教師iが社会に目

を向け，社会lζ対してアカウンタブノレになる，その媒介となるのが政府一地方教育当局一学校と重

層化された教育行政構造である。 Lawtonは 教育課程に関する意思決定の全体構造を次の図の

ようにまとめている。確かに，学校と教師が社会や国民と接するのは行政を通じてばかりではない。

学校理事会もあれば，直接的な父母との接触もある。実際 1980年教育法による学校出事会制度

改革は，アカウンタピ 1)ティの理念、に基づくものとも言えよう。しかし，教育課程の国家基準策定

の問題に員IJして言えは，国民の諸意思，諸要求を集約して学校教育へとインプ y トし，そのアカウ

ンタビ 1)ティを確認する積極的媒介の役割を 政府が教育行政機構を通じて果たそうとしているこ

とは明らかである。

では，学校と教師が応えるべき社会の教育要求とは何か。それは，基本的に(1)で整理したような

現代産業の要請に対応した労働力形成を意味していると言えよう。 i学校教育課程Jは， I学校教

育の内容及び方法が，すべての子どもの可能性を最大限に実現するのに役立つものでなければなら

ないJとする一方， I実際，子どもたちの将来も留の将来も，学校が子どもたちに何をしてやれた

かに深くかかわっている。世界経済はますます競争が激しくなり，科学技術の発展，とくにコンピ

ューター科学と情報工学の発展によってますます急速な変化が予想されている。そのなかにあって



学校教育の質は，今後、これまでよりもますます重要性を培すであろう Jと述べている。個々人の

可能性の実現と社会の経済的発展を，教育課程において関連，結合させることが求められている，

と言うことができる。

i説 教育課程 lζ 隠する意思決定の諸段階

意 思 決 定 の

/ ~ 
レfくノレ 内 容 _::t {.本 {i日i

国家 ガ、イドライン 学校協議会 成績評価室(国家基準〉

(~者権利)

2 j由 万 調整と実施 地方教育当局 地方基準と特性

思:

3 教育機関 全体的教育課程 アカテ、、ミック・ 自己評価と調節

(学校) ボード

4 部会 、/フノ1ス 部会の全教師 同僚組織

5 個人 授業と教育方法 個々の教師 教師・生徒(よりよい成績)

La wton， D.， The Pol i t ics of t he School Curricul um， R K P， 1980， p. 135 

車 教育の削減と教青行政の効率化

(1 )教育の震の維持・向上と教育費の削減

先lこも述べたように，イギ 1)スでは教育費が大幅に削減され，地方教育当j誌による学校教育の管

盟運営に少なからぬ困難をもたらしている。とくに，教育費の多くの部分が教職員の人件費である

ため，政府からの補助金の削減はそ乙にしわょせされ，対応、に苦慮した地方教育当局は教科書購入

予算のための殺・住民からの寄付の奨励，教師iの定年の早期化，或いは生徒一教師比率の引き上け、

等の手段を採っているという。そしてついには，教育サービスが 1944年教育法の要求を履行して

いないという批判が父母から提起されたり，ある校長が「教育水準を維持するのに必要な教科書や

設備を購入できないので，本校は 1944年教育法lと違反している」との意見を公表する，といった
(18) 

事態まで生じている。教育費の削減は，教育水準の維持・向上という政府の教育政策自的を庄迫し

つつある。

後i乙考察するように，教育費が豊富で、あれば
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l乙は言えない。しかし，教汗貨の削減による財政の安定と教育水準の維持・向上という二つの!~ (Y-J 

をjilU立させることは 非常に同難である。ここに，教育行政の効率化という問題が主要性を持って

くるのであるが， Hllghes教授は，監査委員会の報告書の分析を通じて，イギリス政府が乙の問題

にどう取り組もうとしているかを明らかにしている。とりわけ， Hughes教授が言及している報告

書の内容の内，中等学校の経営管理lζ関する報告古:の勧告は，この点から言って興味深いものであ

る。 Hughes教段が取り!こけ、ている 4}、J;i、の勧告は，その要旨を次のようにまとめることが11:¥来ょう。

(1) 地方教育当局が，生徒数の減少に伴う学校の統j充合を行うよう奨励するための誘l去!の必要性。

(2) 生徒一教師比率によって教員を採用するのではなく，各学校の教育課程と教科外活動lζi五銭

関連して必要とされる教員定数によって採用する )j式にすること。

(3) 教育財政lζ関する学校の権限を拡大し，校長と理事の学校経営についての裁量を拡大する乙

と。

(4) 個々の学校を評価し 校長の効果的な学校経営を時保すること。そのために，校長の選抜を

厳しくし，経営についての現職教育を拡充する乙と。

これらのことから 教育費を削減しつつ教育水準の維持・向上を図るため，政府が学校の教育課

程lζ教育財政の効果を集iやしようとしている姿勢がはっきりと読み取れる。乙の乙とはまた，継続

教育機関l乙対する勧告で， I教授に無関係の費用の管理を強化する乙と」 れていることから

も ImWI~で、きる。そして，そのために学校の経営的な裁量を拡大し，校長の経常能力を高めようとし

ているのである。 Hllghes教授によれば，、 「教師としての充分な経験が，教育管理職の肢も重裂

で殆どi唯一の必要条件であると，従来考えられてきた」のであるが，今や，教育課程を[jJ心とした

経営管理能力が校長や管理職に求められるようになったのである。

こうした学校の役割に対して 地方教育当局は学校の効率的な経営管理を評価する役割]，また，

校長を初めとした管浬i扱教員の現職教育を充実する役割を期待されている。逆に言えば，教育財政

の逼迫下では地万教育'当局の裁量!協は実質的に狭められているのであり，教育費の効率的運用とい

うことを，個別学校の具体的レベノレでしか期待し得ない状況であるとも言えよう。次に，より広い

文脈から，教育財政を仁jJ肢とした教育行政の効率化における政府，地方教育当局，学校の役割とそ

の相互関係について考察しよう。

(2) 教育行政における市場原理と教青行政の効率化

教育財政の効率化における政府の役割について，まず考察しよう。 Hughes教授が言及してい

る監査委員会の活動に端的に示されているように，教育i吋政の効率的運用について，地方教育当局

lζ対して政府-が積極的l乙指導助言を行うようになってきているが，それが注目すべき第一の点であ

る。教育白書「ベター・スクーノレス、Jにおいても，政府は監査委員会報告書にも言及しつつ，地方

教育当局による教育財政の効率化について ①生徒数減少への適切な対応，②特殊教育諸学校の合

理i化，③給食や学校清掃等の業者委託などによる合理化，④教職員人工}T;'ì~r Jlnの原f!1Jの作立，という
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(19) 

4点lζ関する見解を示している。 地方教育当局が所与の財源の範囲内で，その有効な.iillJ:rJを図るよ

う指導助言する乙とが，政府の役割として重要なものになっている。

第二lζ，補助金政策を通じた効率化であるが，これは財政WJf乙限られず教育行政全体lζ広範な影

響を与えるものと忠われる。 1960年代以降，イギ 1)スの補助金政策は定率補助による補助金の歯
白0)

11こめない拡大を回避するため，一般相同UJ金化が推進され定着してきた。ところが，近年，新たな特

別補助金の創設が幾っかほiられている。 iベター・スクールズjによれば， 1983一例年度から現

職教育補助金制度が設けられた他，政府は更に現職教育lζ関する新しい相国UJ金制度を導入すること

を表明している。また， 1985 -86年度から教育制問UJ金(education support grants )が導入さ
(21) 

れた。先に触れた技術・職業教育計画も MSCからの補助金を受けて地万教育当局が実施するも

のであり，一種の補助金制度と言えよう。

ところで， ζれらの補助金政策においては各年度毎の補助金総客員が決定されており，政府が一定

の基準や条件を設定し それに対して地方教育当局が計画を策定，申請して 認可されたものが補

助金を受ける，という手続きが取られる傾向にある口技術・職業教育計画の場合は， M S C によっ

てまさにこうしたプロセスが取られてきたし，新たに構想されている現職教育補助金についても，

f大臣.が補助金の条件を規則の中で明確化し，各地方教育当局に現職教育についての情報を提供す
(22) 

るよう求める予定であるj とされている。つまり，補助金政策における基準設定，計画認可手続

きを通じて，教育支出への統制を強化することによって，教育財政の効率化が意図されていると言
凶

えよう。

第三lζ，政府による地方教育当局及び学校lと対する評価活動の強化，ということが指摘できる。

監査委員会の活動自体が，すでにそれを意味しているし，技術・職業教育計画等のMSCの諸施策
(24) 

においても，各年度毎の，とくに財政を中心とした評価が重視されている。評価は，第ーに指摘し

た地方教育当局に対する指導助言のためのデータ蒐集としても必要とされるが，第二の補助金政策

において基準が確保されていることを雑認するためにも必要である。教育財政の効率的運用が教育

水準の維持・向上と結び付くことを保障するのが，評価の充実であると位置づけることが出来よう。

次l乙，このような政策動向lζ対する地方教育当局及び学校の位置について考察しよう。端的に言

えは¥地方教育当局と学校lζ期待されているのは，その教育施策と教育経営の計画化と評価である。

とくに，政府の補助金政策iζ対応して，国家のレベルで、設定された基準ないし条件lζ応じた計画の

策定という乙とが地方教育当局に求められ，学校にはその計画に対する積極的参加が求められてい

る。そして，先にも指摘ーしたように，両者共lと教育費の効果的運用について評価機能を充実させる

事が求められているのである。

ところで，乙のような教育財政を中核とした教育行政の効率化の原理は何かということを考えて

みるなら，それは教育行政への市場原理の導入で、あると言う乙とが出来る。地方教育当局は特別補
(2日

助金制度の創設について，強い反対の意向を表明したと言われるし，技術・職業教育計画の発足lζ

も強い懸念、を表明した。ところがー技術・職業教育計画への地方教育当局の参加は，非常に積極的
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だ、ったのである。 1986年の職業教育白書はこの積極性について， íこの計iîl~ が広範な支持を得て
(26) 

いる乙とを反映しているJ と述べているが，乙の間の事情を理解するには，教育行政における市

場原坦!ということを考える必要がある。 Daleは 2 技術・ i職業教育計柄への地方教育当局及び学校

の積極性を説明して，それは補助金のためであるという見解を述べている。 即ち.政府の有!日IjJ金が

誘i玉!となって，地方教育当局間あるいは学校開花一種の競争JmrlHが働くようになるのである。そし

て，乙の市場的な競争原即が働くのはも教育財政全体が逼迫している乙とが条件になっていると言

えよう。しかも学校にとっては， i乙のような圧力(学校の自律性l乙対する市場的な圧力一引用者
(28) 

注)は，生徒数の減少に伴って学校間の競争が激化する仁jJで，一層強くなると考えられる」。さら
閤

にその背景には，殺の学校選択権が強化されてきた政策動向が影響を与えていると言えよう。 生徒

を確保するための競争が，学校lζ教育費のIli'f保及び、教育水準の維持・向上へ向けての積極的姿勢を

取らせているのである。

サッチャ一政権の財政政策においては， i民間部131Jの投資等を刺激するためには，政府部門の経
(30) 

済lと占める比重を減らしていくべきだという考え方jが重要であると言われる。民間部門iζ対する

政策と教育財政を同一視する訳にはし 1かないが，市場原理の重視という点では，財政政策の謀本的

原理が教育財政にも充分反映していると言えよう。 iベター・スクーノレズ」は，給食などのサービ

スについて， iこれらのサービスを民間部FI3による提供と厳密に比較することは，それらが可能な
。1)

F良り効率的に運営されているかどうかを検証する最良の手段となるだろう」 と述べているが，こ

れも教育行政における市場原理の重要性を指摘したものと理解できる。ただし上で述べてきたこと

から述べてきたことから分かるように，教育行政lと市場原理を導入する乙とは，地方や学校l乙対す

る規制を廃止したり緩和する乙とを意味しない。逆に， 国家的な基準を設定し，その達成へむけて

地方教育当局及び学校を刺激するためlζ市場原理が利用される。そして，乙の ζ とを通じて教育行

政を効率化する乙とが基本的に政府の意図すると乙ろであると言えよう。

W イギ 1)ス教青行政の転換構造

本論文では， Hughes教授の論点に従って，イギリス教育行政情造の転換を教育課程への国家

関与，及び教育財政を中心とした教育行政の効率化というこつの側面から考察してきた。最後に，

その転換がどのような構造をもって進行してきたかをまとめるに当たり，改めて Hughes 教授が

loose couplingモデノレから援用している法則性， 1:11]ち「諸資源が不足してくると，システムの結

合パターンは強化される」という論点に立ち返ろう。

この場合，諸資源の不足とは現実的lとはイギリス経済の長期的停滞を意味し，それは直接的には

マネタリズムに基づく H~-政運営による教育費の削減として現れていた。しかし，経済の停滞は労働

力形成という面からする学校教育の質的向上，教育水準の維持・向上という課題を生み，それが教

育課程 lζ対する国家関与を要請してきたのである。そして，このÎil~者の政策動向の I~]で，国家によ

る様々な基準化によって，地方教育当局及び学校へのその影響力が強化され，政府一地プj教育当局
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学校の結合関係が強化されてきたのである。

より根本的lζ 考えてみた場合 今日のイギリス教育行政に提起された課題は，教育の質的向上と

その効率化の均衡化という非古?に隠難な課題である。これに対してイギリス政府は，より痘接的に

は教師l乙対する現職教育の拡充によってその質的向上を凶るという政策を示したが，行政制度的lζ

は教育行政における基準化・計IiJii化，或いは長F1ilGの重視という法をとってきた。そして，その原

理的基礎になったのが学校教脊についてのアカウンタピ 1)ティ論であったと言えよう。

しかし，これらの胞策や制度が有効に機能するためには，さらに日1]のH支出が必要とされた。それ

が即ち，教育行政における市場原理である。設定された基準に対して， j也万教育当局と学校を動機

づける競争を導入すること それが補助金政策において意凶されたことであるとも言える。教

育課程への国家関与と言った場合，それは例えば「学校教育課程」なとの形で不;された教育課程の

国家基準のみを意味するのではない。特別補助金制度における基準もまた，教育課程の基準として

機能する。 確かに，前者が全国的lζ保障されるべき最低基準としての意味をもつのに対して，後者

は補助金を受けようとする限りで求められる基準であるという相違はある。しかし，教育課程の基

準性を保障する法制的基盤を持たないイギリスでは，市場原理の働く!)艮り後者の規定力の万が有効

lζ機能するとも言えよう。

そして，市場j京浬が有効に働くためには，教育財政は緊縮的でなければならない。教育財政を緊

縮化しつつ国家的基準を整備することにより，教育行政lζ市場原理を働かせる。これが，教育財政

の安定化と教育の質的向上という目的を実現するために，イギリス政府が採った策であり，そのな

かでイギリス教育行政は構造的転換を見せてきた。わが国で、も「自由化論」が盛んに論じられたよ
(32) 

うに，乙れは，福祉国家の「危機JR.対応した教育行政におけるひとつの実験である。 Hughes教

授が指撒占しているように，そこにはまだ弛みがあり，日本の教育行政のような中央集権的構造をも

たらすとは考えられない。しかし，地方教育当局や学校からの批判も決して少なくないことも確か

である。今後，イギリス教育行政がどのような展開を見せるか，注目に値するところである。
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改革の論理-1970年代の動向に注目して J f'学校経営研究」第 6巻 大塚学校経営研究会

1981を参照。

(2) 1980教育法により，学校理事会l乙対する父母:代表，教師代表の参加が規定された。

(3) M S Cは， 1973年雇用訓練法によって設置された雇用省の行政委員会であり，とくに 1980

年代に入り積極的な職業教育事業を展開している。

(4) Cox， C. B. and Dyson， A. E.， eds.， Black Papers in Education， David-Poynter， 1971， 

pp. 14 ， 21 

(5) D E S， Education in SchooIs : A Consultative Document， HM S 0， 1977， para. 3.1 

口円
U

F
h
d
 



(6) ibid.， para. 3. 2 

(7) D E S， Bet ter Schools， Cmnd‘ 9469， HMSQ， 1985， para. 9 

(8) 高川清明「ケインジアン政策の効果と限界」 栗田健 編著 r現代イギ 1)スの経済と労働」

お茶の水害:房 1985 p. 59 

(9) Brooksbank， K. and Ackstine， A E. eds.， Educational Administration， 2nd.ed. ， Councils 

and Education Press， 1984， p. 318 

技術・職業教育計画は， 14歳から18歳の青少年を対象とした，聡業(j/;jな資格取得を目的とする 4

年間のフノレ・タイムの科学・技術教育計画であり， 1983年から発足した。その概要，成立経緯

については次の文献を参照。

M S C， Review 1984: Technical and Vocational Education Initiative， 1984 

(日10功) Dale， R.， "Thatcherism and EduぽJca抗tion

Education Poli犯cy，Croom Helm， 1983， pp. 242-3 

(11) W a tt s， A. G.，“ Education and Employment: the traditional bonds"， Dale， R. ed. ， 

Education， Training and Employment: Towards a New Vocationalism?， Pergamon Pre 

ss， 1985， pp. 13-20 

(2) DoE and D E S， 'v町orkingTogether-Education and Training， Cmnd. 9823， HM  S 0 ， 

1986， para. 1. 4 

(3) Ranson， S.， Tayler， B. and Brighouse，主，“ Introduction-A Janus-headed revolution 

in education and training"， Ranson， S. et. al. eds.， The Revolution in Education and 

Training， Longman， 1986， pp. 5-7 

(14) Devlin， T and Warnock， M. ， What Must We Teach ?， Temple Smith， 1977， p. 22 

(5) Lawton， D.， The Politics of the School Curriculum， R K P， 1980， pp. 11-12 

(16) D E S， The School Curricul um， 1981， para. 57， 60 

この文書は文部省から全訳が刊行されており(教育調査第 105号， 1981年)， ヲ1mはそれによ

った。

(17) ibid.， para. 2，4 

(18) Hunter， C.“Education and Local Government in the Light of Central Government 

Policy"， Ahier， J. et. al. eds.， op. cit.， p.82 

(19) D E S， op. cit.， Better Schools， para. 282 (1)-(2) 

(20)高橋誠 司主代イギリス地方行財政論J 有斐閣 1987 p. 197 

(21) D E S， op. ci t.， Bet ter Schools， par a. 284， 285 

(22) ibid. para. 176 

(23) 教育費l乙対する統制力のないことが，教育科学大臣の常なる悩みの種であったと言われている。

Brooksbank， K. et. al. eds. ， op. ci t.， p. 99 

- 59-



(24) MSC， op.cit.， p.6 

(お) Brooksbank， K. et. al. eds.， op. cit.， p. 100 

(26) DoE and D E S， op. cit.， para. 3.3 

(幻) Dale， R.，“The Background and lnception of the Technical and Vocational Education 

Initiative"， Dale， 1<. ed.， op. cit.， p. 52，54 

(28) Introduction， Dale， R. ed.， op. cit.， p.4 

(29) 1980年教育法により，地万教育当局は，入学時lζ父母の希望に配慮した万策を示すよう求め

られ，不Jl良を申し立てる機関を設起するよう義務づけられた。

(3印植田和男 「アメリカ・イギ 1)スにおけるマクロ経済政策」 貝塚啓明 他編 「マクロ経済

学と経済政策」 東京大学出版会 1983p.50 

(31) D E S， op. cit.， Better Schools， para. 282 (3) 

(32) わが国の「自由論」は，公教育l乙市場原理を導入しようとした点、で，イギリスの政策動向と共

通の思想的基盤iζ基づいている。しかし，そこでは教育財政を縮少することと同時に，地方や学

校に対する諸規制を廃止或いは緩和する方向が示された点で、 異なっていると言える。

- 60 


